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（別紙） 

 

福知山市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

 

 福知山市議会委員会条例（昭和３２年福知山市条例第１８号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第１項第１号ア中「市長公室、財務部、市民総務部」を「市長直轄組織、市

長公室、総務部、市民生活部」に改め、同項第２号ア中「福祉保健部」を「健康福祉

部、こども家庭部」に改め、同項第３号ア中「地域振興部、産業政策部」を「産業部」

に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 


